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宮崎県に対し、精神障がい者２級を県の障がい者医療費助成制度の

対象とすることを求める請願書 

 

（請願の要旨） 

 精神障がい者が安心して、精神科以外の医療機関にかかることが

できるよう、県の障がい者医療費助成制度の対象を、精神障害者保

健福祉手帳２級を所持する精神障がい者まで、早急に拡充していた

だくようお願いします。 

 

（請願の理由） 

 近年、「精神的」な病気は、特別な人がかかるものではなく、誰

でもかかる可能性のある病気です。精神疾患の患者数は国民の重要

５大疾病中１位となっています。令和６年現在における宮崎県内の

精神障害者保健福祉手帳所持者は１級（重度：６４８人）、２級（中

度：６，５０４人）、３級（軽度：５，２０５人）となっており、

２級・３級とも１級の約１０倍の該当者が存在しております。 

国が障害者基本法の精神に則り３障がい者に差別なく医療費助

成を実施することが最善ですが障がい者（児）医療費助成制度の助

成対象者には精神障がい者は含まれておらず、各都道府県と各自治

体に委ねられているのが現状です。 

当事者やその家族は生活や健康面からも親亡き後をいつも心配

されています。その中で現在の制度の中で「障がい者は同等に扱わ

れなければならない」と言われますが、身体・知的に比べて遅れて

いるのが現状です。 

精神障がい者の２級・３級の方々はA型作業所やB型作業所に通っ

たりしておりますが、服薬や症状等によりなかなか就労も長続きせ

ず、収入もわずかであり、生活は安定しません。 

しかも、医療費の精神科通院以外は一般の方々と同じく３割負担

となっており、当事者を支える老齢者の親の重い負担となっており

ます。 

令和８年２月１１日付の新聞記事に至っては日本財団の調査に

よると親の高齢化や死亡などで介助できなくなる「親亡き後」の将

来に約８５％の家族が不安を感じているとされており、家族が担っ



ている支援が継続できなくなるリスクがあるとして、地域での支援

の必要性を指摘しております。宮崎県も同じです。 

全国では、多くの都道府県で精神障がい者手帳２級所持者まで自

己負担はなく、無料としている市町村も増えています。しかも県内

の身体・知的の２級、３級に当たる方は県や市からの助成がありま

すので平等であるとは言えません。 

現状、働き口や収入手段を持たず、保護者（老齢化）の救済でし

か生きられない「当事者の生命」より優先されるものはありません。

当事者も、支える家族も、精神的にも経済的にも限界にきておりま

す。これまで、精神障がい者の医療費助成を求める声を上げてきま

したが、「気持ちはわかるが予算とする原資がない」との理由のみ

で置き去りになってきました。これを理由に採択されないのは「障

がいのある人もない人も共に暮らしやすい宮崎県づくり条例」にも

相反するものです。宮崎県独自の地域医療体制を目指し、確立させ、

精神障がい者福祉手帳２級までの公費負担の拡充をしていただき

ますよう切に要望いたします。 

また、令和９年度には全国大会として障がい者のスポーツ大会も

宮崎県で行われます。障がい者が安心して暮らせる宮崎県として、

この制度が整っていくことにより宮崎県をアピールする姿勢が伝

わっていくのではないかと思います。 
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